
足利商工会議所では、平成２２年度より行政や関係団体等との連携により「足利
ブランド創出協議会」を設置し、足利市で高い技術力によって生み出された商
品・製品等を『足利ブランド』として認定、産業及び観光の振興や地域経済の活
性化を推進しています。足利産の原料を使用した商品や足利で生産・加工された
製品など足利らしい逸品を募集します。

申込締切 ▶▶▶ 令和5年１0月31日火

足利ブランド第
６
回

認定対象

裏面の所定用紙に必要事項を記入のうえ、足利商工会議所窓口又は、
ホームページよりお申し込みください。
（１事業所２品目まで申請可、申請は無料です。）
URL：https://ashikaga.info/ashikagabrand/

スマートフォン
からはこちら▶

応 募 方 法

認定登録料

足利ブランド創出協議会 （担当 ： 足利商工会議所 商業観光課）
足利市通３丁目２７５７　
TEL ： 0284-21-1354　FAX ： 0284-21-6294　Email ： acci@watv.ne.jp

問い合わせ

応募資格 認定基準

認定期間

❶商品部門
（菓子類、総菜類、飲料類）

❷工業部門
（工業製品、工芸品、繊維製品）

❸飲食店部門
（飲食店メニュー）

①足利市内の事業所であること。
②協議会構成団体のいずれかの会員事業所であること。
③認定期間中に足利市内店舗での購入・飲食が可能であること。
④使用されている主な原料が足利産であること。
⑤主たる製造又は加工地が足利市内であること。但し、製造または
　加工の最終工程のみが足利市内であるものは対象外とする。
⑥飲食メニューでは、足利らしさが感じられ、当市観光振興に
　貢献できること。

品質、信頼性、オリジナリティ、地域性、
市場性、味等を審査し、認定する。
※審査等に必要な商品・製品等の提供をしていただきます。

令和6年４月１日～令和9年３月３１日（３年間）※上記の①・②・③のすべてを満たし、④・⑤・⑥のいずれかの要件を
　満たすものとする。

認定申請
募集中！！

 １品目 １０,０００円（別途、審査に必要な商品を提供していただきます）
※認定登録料は認定後に別途ご請求させていただきます。



足利市／足利商工会議所／（一社）足利市観光協会／（公財)栃木県南地域地場産業振興センター／足利市農業協同組合／
足利小山信用金庫／㈱足利銀行足利支店／㈱栃木銀行足利支店／（学）足利大学／足利市坂西商工会／わたらせテレビ㈱

（申込日）令和　　年　　月　　日足利ブランド創出協議会　宛

足利ブランドの趣旨に賛同し、認定を希望いたします。

ふりがな

事業所名

ふりがな

代表者名

所在地
〒　　　 －

ＵＲＬ e-mail

FAX

主原産地名

商品等の特徴

TEL

営業時間 定休日

年間販売額
（申請商品）

商品名
飲食メニュー等

小売価格（税込み）

認証・受賞歴等

（認定日）　　　年　　　月　　　日

足利ブランド認定申込書

ふりがな

担当者名 （役職名）

万円円

足利市

商品写真① 商品写真②

＊事務局使用欄
　　　　　　

印

※審査の結果、ご希望に添えない場合がありますので、ご了承下さい。
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No.

【足利ブランド創出協議会構成団体】


